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科学技術基本計画（平成１３年３月３０日：閣議決定）
（評価関連抜粋）

第２章 重要政策

II． 優れた成果の創出・活用のための科学技術
システム改革

１． 研究開発システムの改革

(1) 優れた成果を生み出す研究開発システムの構築
④ 評価システムの改革

研究開発評価は、研究開発評価に関する大綱的指針に従い実施されているが、競争的な研

究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分に向けて、

● 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映

● 評価に必要な資源の確保と評価体制の整備

に重点を置いて改革を進める。また、その実施に当たっては、研究開発課題の評価、研究機

関の評価、研究者の業績評価が、体系的かつ効率的に行われるようにする。

このため、以下のような事項を盛り込み、研究開発評価に関する大綱的指針を改定する。

(a) 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映
研究開発課題の評価は、その課題の性格に応じて行う。評価は一律の基準で行うのではな

く、研究課題、分野によって柔軟に対応する。とりわけ、政策目的に応じたプロジェクトや

研究開発制度による課題については、第三者を評価者とした外部評価により、事前評価にお

いては社会的・経済的な意義・効果や目標の明確性等の評価を、中間及び事後評価において

は実施に当たって設定した具体的目標に対する達成度の評価を徹底する。また、競争的資金

による課題については、原則として、独創性・先導性等の科学的・技術的視点については長

期的視点を持つなど高い資質を有した専門家によるピア・レビューを行い、国際的水準に照

らした質の評価を徹底する。その際、その時点までに競争的資金の申請者が関与した研究開

発課題の事後評価が制度を越えて次の申請の際の事前評価に反映されるよう運用の改善を行

う。

各府省は、研究開発課題の事前評価、中間・事後評価に加えて、研究開発の終了後におけ
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、 、る研究開発成果の波及効果に関する追跡評価を実施し そのインパクトを評価するとともに

過去の評価の妥当性について検証する。また、研究開発制度及びその運用についても、その

目的に照らして効果的・効率的なものになっているか等の評価を行う。

研究機関の評価は、機関の設置目的や研究目的・目標に即して、機関運営と研究開発の実

施の面から行う。機関運営評価は、機関長に与えられた裁量と資源の下で、目標の達成のた

めや研究環境の改善等のためにどのような運営を行ったかについて、効率性の観点も踏まえ

つつ評価を行う。研究開発の実施の評価は、機関が実施した研究開発課題の評価と所属する

研究者の業績等の評価の総体で評価を行う。研究機関の運営は機関長の裁量の下で行われる

ものであるので、研究機関評価の結果は、運営責任者たる機関長の評価につなげる。

研究者の業績評価は、研究機関が行うべきものとして、機関長が評価のためのルールを整

備し、責任を持って実施する。その際、研究開発、社会への貢献等関連する活動を評価でき

る多様な基準によって行い、基準の一つにおいて特段優れている場合にはこれを高く評価す

る。

以上の評価を進めるに当たって、評価の公正さ、透明性を確保するため、客観性の高い評

価指標や外部評価を積極的に活用するとともに、評価を行う者は、被評価者に対し、評価手

法・基準等の周知、評価内容の開示等を徹底する。

また、評価結果については、課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分、研究者の処遇

に適切に反映する。

なお、大学については自主性の尊重、教育と研究の一体的な推進などその研究の特性に留

意する必要がある。また、大学評価・学位授与機構等による教育、研究、社会貢献、組織運

営などの第三者評価の推進を図る。

(b) 評価に必要な資源の確保と評価体制の整備
評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であり、評価に必要な資源は確保し

て、評価体制を整備する。

● 競争的資金の配分機関などにおいて専任で評価に従事する者が質・量ともに不足してい

ることを踏まえ、研究費の一部を評価の業務に充てる、評価部門を設置して研究経験の

ある人材を国の内外を問わず確保するなど必要な資源を充て、評価体制を充実する。ま

た、研修等を通じて人材の養成に努める。

● 評価実施主体が国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の研究開

発課題の評価において普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、国全体として、個々

の課題についての研究者、資金、成果、評価者、評価結果をまとめたデータベースを整

備する。その結果、どのような成果が上がっているか、わかりやすい説明にも資する。

● 評価体制の整備に伴い発生する審査業務等を効率化し、評価をより高度なものとするた

め、電子システムの導入を図る。
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第３章 科学技術基本計画を実行するに当たっての総合
科学技術会議の使命

５．重要施策についての基本的指針の策定

研究開発評価に関する大綱的指針は制定後既に３年を経過しており、基本計画を踏まえて速や

かに改定する。また、研究者の流動化その他の科学技術システム改革に関する施策についても、

基本計画を踏まえ、必要に応じ、基本的な指針を取りまとめる。

６．評価

、 、総合科学技術会議は 大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行い

その結果を公開するとともに、推進体制の改善及び予算配分に反映させるよう関係府省に提示す

る。また、基本的な政策や重要事項に係る方針等に反映させるため、必要に応じ、各府省におけ

る科学技術の施策について評価を行う。


